
乳幼児ふれあい事業 

閉講式・「思い出手形づくり」 

◆日 時：１１月５日（水）１０時～１２時 

◆場 所：板付北公民館 ２Ｆ講堂 

◆対  象：未就学児と保護者 

＊汚れてもいい服装できてください。 

 

 

 

 

 

 

 

≪板付北校区男女共同参画協議会 講演会≫ 

「 多様性をたいせつに 」 

◆日 時：１１月９日（日）１１時～ 

◆場 所：板付北会館（TEL５８２－３７５０） 

◆講 師：空 晴美さん 

(福岡市立特別支援学校・博多高等学園校長) 

＊申し込みは不要です。ぜひお越し下さい。 

 

 

NO.５７９号 令和７年１１月 １日 

日   時 内      容 

 １日(土) 13:00 英会話講座           公民館 

３日(月・祝) 9:00 板付北校区文化祭      北小体育館 

 ４日(火) 10:00 ひまわりの会(衛生連合会)    北会館 

 ５日(水) 10:00 フレッシュママクラブ⑦    公民館 

 ８日(土) 

8:30 校区高齢者会ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ   北小校庭 

10:00 にほんご教室          公民館 

11:00 板北こども食堂         公民館 

 ９日(日) 11:00 男女共同参画協議会講演会    北会館 

１１日(火) 
10:00 板付北歩こう会        北会館 

14:00 マイナンバー申請事業     公民館 

１５日(土) 13:00 英会話講座           公民館 

１８日(火) 13:30 いきいきカレッジ⑥      公民館 

１９日(水) 10:00 子育てサロン         公民館 

２２日(土) 

10:00 にほんご教室         公民館 

11:00 板北こども食堂         公民館 

12:00 おはなし会          公民館 

19:00 自治協議会委員会       北会館 

２３日(日) 8:30 小学生親善スポーツ大会    北小校庭 

２５日(火) 19:00 人尊協講演会         公民館 

３０日(日) 10:00 在住外国人とのトーク交流会  公民館 
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笑顔で声かけ 地域の（輪）～板付北校区 挨拶・声かけ運動～ 
 

 

 
 

◆期 日：１１月３日（月・祝） 

◆開会式：９時～ 

◆会 場：板付北小学校体育館・中庭 

＊竹下太鼓の演奏があります。 

抽選会もありますよ！ 

   

Date : ８ & ２２ November      

Day and Time : Saturday, 10:00 a.m. – 11:30 a.m.   

Venue : Itazukekita Kominkan   

◆期 日：１１月８日、２２日(土曜日) 

◆時 間：１０時～１１時３０分 

◆場 所：板付北公民館 ３Ｆ地域団体室 

 

～Japanese Class～ 

≪在住外国人とのトーク交流会≫ 
 

～あなたはどうしてＦＵＫＵＯＫＡへ？～ 

１１月２３日（日）の利用申請がない場合は臨時休館します  

利用申し込みは１１月１３日（木）正午までにお願いします。 

 

フレッシュママクラブ ⑦ 

  主催：板付北子育てサロン 

◆日  時：１１月１９日（水）１０時～１２時 

◆場 所：板付北公民館 ２Ｆ講堂 

◆対  象：未就学児と保護者 

＊お友達や見守りボランティアと一緒に遊びましょう♪ 

わかば保育園先生の手遊びなどもあります！ 

 

 

子育てサロン 

高齢者ふれあい支援事業 

◆期 日：１１月３日、１０日、１７日、２４日（月曜日）  

◆時 間：１３時 ～１６時 

～老人いこいの家を自由開放しています～ 

＊気楽に立ち寄って、おしゃべりなど 

楽しい時間を過ごしてください。 

 

 

     

いこいの広場 
 

高齢者地域参画支援事業 

「騙されない話」～TV では教えられない対処法～ 

◆日 時：１１月１８日（火）１３時３０分～ 

◆場 所：板付北公民館 ２Ｆ講堂 

◆講 師：博多警察署 

 

 

 

いきいきカレッジ ⑥ 

英会話講座  
 

 

地域活動ボランティア養成講座 

◆期 日：１１月１日、１５日（土曜日） 

◆時 間：１３時 ～１４時３０分 

◆場 所：板付北公民館 ３Ｆ地域団体室 

◆講 師：ティモシー ディケンズ（愛称：ティム） 

＊英語に興味のある方は、どなたでもご参加ください。 

にほんご教室  
 

 

◆日 時：１１月３０日（日）１０時～１２時 

◆場 所：板付北公民館 ２Ｆ講堂 

◆ゲスト：校区で暮らすネパールの方３名 

板付北校区には外国の方がたくさん住んでいます。なぜ福

岡に来たのか？暮らしで困ることは何か？ 

公民館では校区在住の外国の方をゲストスピーカーとし

てお迎えし、文化や生活の違いを話していただきます。互

いに理解を深め、心触れ合う交流会に参加してみませんか。 

≪板付北校区人権尊重推進協議会 講演会≫ 

「 インフォームド・コンセントの話 」 

◆日 時：１１月２５日（火）１９時～ 

◆場 所：板付北公民館 ２Ｆ講堂 

◆講 師：池田 浩子さん(福岡医療団、看護師) 

＊どなたでもお気軽にお越し下さい。 

 

フリースペース 
 

 

 乳幼児ふれあい事業 

◆期 日：１１月１２日、２６日（水曜日）  

◆時 間：１０時 ～１４時 

 

≪第４８回板付北校区文化祭≫ 
～ 



 

◆１１月 ８日(土) おたのしみメニュー 

◆１１月２２日(土) カレーライスの日 

＊１２時から おはなし会があります 

◆子ども 無料 ／ 大人 １００円 

◆時 間：１１時 ～１３時３０分 

       （※受付は１３時まで） 

◆場 所：板付北公民館 ２Ｆ講堂 

☆高齢者の方も、ぜひどうぞ☆ 

 

「男女共同参画社会」を実現するためには、市民の皆さん一人ひとりの取組みが 

必要です！ 今年も「みんなで参画ウィーク」を機会に、 

地域の男女共同参画推進の 

取組みの輪を広げましょう！  
【問い合わせ先】福岡市市民局男女共同参画課 TEL406-7510 

 

 

福岡市男女共同参画 
シンボルマーク 

 

 

 

《令和７年度高齢者乗車券の申請はお済みですか？》 

交付を受けるには、毎年申請が必要です。 

申請がお済みでない方は、郵送かオンラインで申請してください。 

申請書は公民館や区役所でもお受け取りいただけます。 

※簡単便利なオンライン申請がご利用いただけます。下記コードをスマート

フォンのカメラで読み取ってご利用ください。 

ご不明な点は下記にご連絡ください。 
 

＜お問い合せ先＞ 
高齢者乗車券郵送受付センター（９時～１７時） 

  ＴＥＬ ０１２０－５０２－６３３（通話無料） 
  ＦＡＸ ０１２０－８８０－２１９ 

 

オンライン申請は 
こちら 

＊ 急募 ＊ こども食堂のボランティアを募集しています！ 

テーブル出し(１０時から)、テーブル片付け(１３時３０分から) のお手伝いができる

方を募集しています。(作業は短時間で終わります。) 

 

区役所・出張所に行かずに手続き 

 

 

毎年１１月３日～９日は「みんなで参画ウィーク」です。 
               （福岡市男女共同参画週間） 

 

【 日 時 】 令和７年１１月１１日（火曜日）１４時～１６時 

【 会 場 】 板付北公民館 ２Ｆ講堂 

【 対象者 】 博多区に住民票のある方 

【 予約受付 】 福岡市マイナンバーカード総合コールセンター 

        TEL ０９２－６００－２４０２ （９時～１８時） 

【必要なもの】 事前にコールセンターにお問い合わせください。 

 

マイナンバーカードの申請やマイナ保険証の申込等のサポートを実施します!! 
 公民館でカードを新規申請（要予約）すると、後日、出来上がったカードがご自

宅に届くので大変便利です。（予約終了日は１１月５日（水）） 

※カードをお持ちの方には、保険証・公金受取口座等の申込みのサポートも実施 

します。（予約不要） 

※カード・電子証明書の更新については、公民館では実施できません。 

 

 ≪見守り新鮮情報≫ 

◎海外事業者とのサブスク契約！？ 

 安易にサイトやアプリに登録しないで！ 
 
●ＳＮＳの広告などから占いやフィットネスなどのサイト 

 やアプリに登録したところ、意図せずサブスク（サブス 

クリプション。定額を定期的に支払うことで、一定期間、 

商品やサービスを利用できるサービス）契約となっていたという相談が寄せられ

ています。 

●安易に登録せず、トライアルの条件やサブスクに関する記載がないかを確認しま

しょう。期間内に解約しないとサブスクに移行する場合もあります。 

●サイトやアプリが日本語表示でも、海外事業者が運営しているケースもあります。

その場合、問い合わせや解約手続きが英語であったり、解約の方法自体が分かり

にくかったりすることもあり注意が必要です。 

●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者

ホットライン１８８)。海外事業者とのトラブルは国民生活センター越境消費者セ

ンター(https://www.ccj.kokusen.go.jp/)でも相談を受け付けています。 

 

インターネット消費生活相談⇒⇒ 

 

 検索 福岡市消費生活 

福岡市消費生活センター相談コーナー TEL：０９２－７８１－０９９９ 
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